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 自動車の上部に積載物を取り付ける場合の注意点
 

①　積載物を自動車の上部に取り付ける場合は、安全かつ確実に貨物を積  

 　　載しうる構造を有することを確認してください 確実な転落防止措置。（ ）

           　 ◆ （指定道路は４．１ｍ）以上の場合は、普通車の高さ制限３．８ｍ

 　　　　　　　道路管理者の特殊車両通行許可が必要となります。
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 　　　 ★                                                  軽自動車の

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ制限  
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                                                ★ 車体の長さの10分の１を

                                                  超えない

 　②　自動車（二輪以外）への積載の制限（道路交通法施行令第２２条）

 　　○　前後へのはみ出し制限

 　　　　　「自動車（車体）の前後から自動車の長さの１０分の１の長さ」

 　　　　を超えてはみ出さない。

 　　○　左右へのはみ出し制限

 　　　　　「自動車の幅の１０分の１の幅」を超えてはみ出さない。

 　　○　高さ制限

 　　　　　「普通自動車は3.8ｍ（公安委員会の指定道路では4.1ｍ 」）

 　　　　　「軽自動車は2.5ｍ」

 　　　　を超えない。

　③　積載物の測定方法は、貨物自体（看板等）の長さ、幅、及び高さで

 　　はなく、貨物を当該車両に積載した状態を計測してください。
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